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第 １ 回 臨 時 会　　　　　　　 　議案第９４号 

専決処分の承認について 

上記の議案を提出する。 

令和６年５月１５日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

専決処分の承認について 

令和６年度下関市下水道事業会計補正予算を定めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年４月

２３日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和６年度下関市下水道事業会計補正予算を定めることについて、専決処

分したため。





別紙 

 

 

令和６年度下関市下水道事業会計補正予算（第１回） 

 

 

（総　則）  

第１条　令和６年度下関市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。  

（特例的収入及び支出の補正）  

第２条　令和６年度下関市下水道事業会計予算第４条の２中「２７８千円」を　

「２８２千円」に、「２９２千円」を「２９４千円」に改める。  

 

 

　　令和６年４月２３日 

 

下関市長　前　田　 晋　太　郎   





（単位 千円）

補正予定額 計

122,792

4,143,208

31,498

2,506

24,791

2,049

△1,711,837

317,832

4 165,681

△ 2 17,780

2 3,116,300

△317,832

2 2,798,468

△2,719,156

556,864

65,877

△110

24

1

△2,096,500

1,900,000

△1,900,000

2,669,700

△3,500,942

88,544

△742,698

△ 2 40,730

△ 2 1,081,125

1,040,395

令和６年度　下関市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

既決予定額

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益（△は純損失） 122,792

　　　減価償却費 4,143,208

　　　固定資産除却費 31,498

　　　賞与引当金の増減額（△は減少） 2,506

　　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,791

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,049

　　　長期前受金戻入額 △1,711,837

　　　支払利息 317,832

　　　未収金の増減額（△は増加） 165,677

　　　未払金の増減額（△は減少） 17,782

　　　小計 3,116,298

　　　利息の支払額 △317,832

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 2,798,466

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △2,719,156

　　　国庫補助金等による収入 556,864

　　　工事負担金による収入 65,877

　　　工事負担金の返還による支出 △110

　　　貸付金の回収による収入 24

　　　その他資本的収入 1

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,096,500

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　一時借入れによる収入 1,900,000

　　　一時借入金の返済による支出 △1,900,000

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,669,700

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △3,500,942

　　　他会計からの出資による収入 88,544

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △742,698

　　資金減少額 40,732

　　資金期首残高 1,081,127

　　資金期末残高 1,040,395
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第 １ 回 臨 時 会 議案第９５号

専決処分の承認について

上記の議案を提出する。

令和６年５月１５日

下関市長 前 田 晋 太 郎

専決処分の承認について

下関市税条例（平成１７年条例第８８号）を改めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年３月

２９日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求める。

提案理由

地方税法等の一部改正に伴い、下関市税条例の一部改正について、専決処

分したため。





別紙

下関市条例第４８号

令和６年３月２９日

下関市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市税条例の一部を改正する条例

下関市税条例（平成１７年条例第８８号）の一部を次のように改正する。

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部

分に次のただし書を加える。

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかで

あり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部

分に次のただし書を加える。

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。

第９６条第２項中「同項第１号」を「同条第１項第１号」に改める。

第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以

外の部分に次のただし書を加える。

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要が

あると認める場合は、この限りでない。

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。

附則第７条の４の次に次の４条を加える。
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（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及

び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別

税額控除額を、前年の合計所得金額が１,８０５万円以下である所得割の納

税義務者（次条及び附則第７条の７において「特別税額控除対象納税義務

者」という。）の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則

第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附

則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５

第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中

「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び附則第５

条の８第６項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第７

条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々

年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々

年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合における前々年中」とする。

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書

に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次

に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される

普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適

用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額を

いう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号におい

て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）から

その者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この

項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）
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がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除し

て得た金額（当該金額に１,０００円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が１,０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じ

て得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額

から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期

分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除

した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とす

る。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額

とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第４０

条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において

「第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分

割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控

除額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下こ

の項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期

の納期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者

の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であ

り、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金

額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納

期においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た

金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除
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額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものと

し、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普

通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算

額とする。

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の

規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定

は、適用しない。

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定

により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人

の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」とい

う。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき

公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるとこ

ろによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及

び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」とい

う。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この

項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控
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除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において

同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して

得た金額（当該金額に１,０００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１,０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者

の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において

「普通徴収対象税額」という。）及び第４７条の３に規定する特別徴収対

象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金

等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において

「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１

期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分

金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る

個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において

「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から翌年の

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分

金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものと

し、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額
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との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１

日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する

税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の

分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその

者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものと

し、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間に

おいてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０

月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の

１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者

の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に

満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納

期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１

月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年

の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期

分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者

の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の

１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴
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収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当

該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間にお

ける税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間において

はその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額

とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市

民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定め

るところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第

１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴

収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項

において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象

税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの

間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１

日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別
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税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分

金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間

における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日まで

の間においてはその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上で

ある場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２

月１日から３月３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の

規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る

特別徴収税額に相当する税額とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用があ

る場合については、前各項の規定は、適用しない。

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項

及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特

別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第

３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則

第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条

の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
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附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中

「第３４条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、

「同項中」を「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるの

は」に、「とする」を「と、附則第７条の５第１項中「前条及び」とあるのは

「前条、附則第８条第２項及び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあるの

は「附則第７条の４、次条第２項及び」とする」に改める。

附則第１０条の２第１９項を削り、同条第１８項を同条第１９項とし、同条

第１７項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４

号ハ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第１６項中「附則第１５条第

２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第

１７項とし、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第

１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１４項中

「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改

め、同項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第２号

ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第１４項とし、

同条第１２項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項

第３号イ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項の次に次の１項を

加える。

１２ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、７分の６とする。

附則第１０条の２第２０項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第

３２項」に改め、同条第２１項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条

第３７項」に改め、同条第２５項を同条第２６項とし、同条第２４項を同条第

２５項とし、同条第２３項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第

４２項」に改め、同項を同条第２４項とし、同条第２２項中「附則第１５条第

４２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条

第２１項の次に次の１項を加える。

２２ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。

附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７
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条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改

め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を

「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項

中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げ

る」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各

号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第

８項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を

同条第９項とし、同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ず

つ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち

区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合におい

ても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定す

る期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、

当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する

要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項

又は第２項の規定を適用することができる。

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改める。

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度

又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を

「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土

地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似

適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。

附則第１１条の３中「（令和３年法律第７号）附則第１４条」を「（令和６

年法律第４号）附則第２１条」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改める。

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度ま



G95-13

で」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４

年度分の固定資産税にあっては、１００分の２.５）」及び「（令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同

条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から

令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度か

ら令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」

及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税

標準額）」を削る。

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９

年３月３１日」に改める。

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１７条第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。

附則第１８条第５項に次の１号を加える。
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(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。

附則第１９条第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。

附則第２０条第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。
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(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。

附則第２２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度ま

で」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４

年度分の都市計画税にあっては、１００分の２.５）」及び「（令和３年度分

の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同

条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から

令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度か

ら令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。

附則第２３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」

及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税

標準額）」を削る。

附則第２５条第１項中「附則第２２条第１項、第２項」を「附則第２２条第

２項」に改め、同条第２項中「第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項

若しくは第４６項」を「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しく

は第４５項」に改める。

附則第２６条中「附則第１４条」を「附則第２１条」に、「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の下関市税条例

の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年度

分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和５年度分までの固定資
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産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において

「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギ

ー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第

１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税につ

いては、なお従前の例による。

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の

施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第

３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課

する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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第 １ 回 臨 時 会 議案第９６号

工事請負契約締結について

上記の議案を提出する。

令和６年５月１５日

下関市長 前 田 晋 太 郎

工事請負契約締結について

下関市立しものせき水族館（海響館）改修及びアシカ展示施設機械設備工事

につき、下記のとおり請負契約を締結する。

記

１ 契約の相手方

工事請負人 宇部市相生町８番１号

新菱冷熱・新ホーム下関市立しものせき水族館（海響館）

改修及びアシカ展示施設機械設備工事共同企業体

代表者 新菱冷熱工業株式会社山口営業所

所長 日 原 康 浩

構成員 下関市本町三丁目１番１号

株式会社新ホーム

代表取締役社長 三 喜 田 修 一

２ 工 事 名 下関市立しものせき水族館（海響館）改修及びアシカ展示

施設機械設備工事

３ 請 負 代 金 額 １,３２９,９００,０００円

４ 工 事 場 所 下関市あるかぽーと６番１号

提案理由

下関市立しものせき水族館（海響館）改修及びアシカ展示施設機械設備工

事の請負契約締結のため。




